
 - 77 - 

第３章 さらなる発展に向けて 

秋田県木材加工推進機構 原田 浩司 

 

１．はじめに 

 2009年 2月 27日に外部評価委員会が開催され、３年間進めてきた本事業の講評を各委員の方々

より頂戴した。本事業は米代川流域の豊富な地域資源である秋田スギを活用した新産業の形成を

目的に“親環境”をキーワードとして実施してきたが、社会性が高いプロジェクトであり、また

秋田県に拠点をおく企業を中心とした“産”と、木材の分野に止まらず建築・土木等の分野にお

いて第一線で活躍する学術研究者を含む“学”との親密なネットワークが構築できた点が高い評

価を受けた。しかし一方で、“実用化”、“事業化”に至るには発展途上であることが指摘され、ビ

ジネス的視点、マーケティングという観点を持ってこの事業での技術成果をビジネスに繋げてい

くことを強く望まれた。 

 本事業を実施した３年の間、様々な変化が見られている。産業界では建築業界を震撼させた偽

装事件により建築基準法・建築士法が改正され、建設・住宅着工数の減少や着工の遅延を招いた。

食品業界で生じた牛肉、米などの偽装問題は購買者の“食への信頼”を裏切り、秋田県内におい

ても比内地鶏の偽装事件が発覚した。環境の分野では京都議定書の履行もあり、一挙に“温暖化”

への関心が高まる中、地球温暖化ガス排出量削減に絡む新商品の開発・提案が次々となされるよ

うになった。試行的とはいえ経済産業省および環境省では排出権取引が 2009 年より始まり、2010

年 4 月にはエネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）が改正となり、国は進まぬ省エネ

の対策強化を図ることになる。そして経済界においてはサブプライムローンの焦げ付きをきっか

けに、「百年に一度」の世界的不況に陥り、あのトヨタ自動車でさえ、2009 年期連結決算は営業

赤字になると伝えられている。秋田県においても大手企業が雇用削減の動きを見せ、木材関連産

業では新生産システム導入の傍ら、中堅の製材会社が倒産に追い込まれている。 

このような情勢の中、我々が進めてきた事業の受け止められ方もこの３年で大きく変化してき

た。本事業が社会性とネットワークという点で評価を得たのは、本事業の事業成果がいずれ“ユ

ビキタス”社会に結びつく事業であり、指摘は“是非、実現”することで激動する社会で今必要

とされる見直しを“親環境”である森林を基に進めていけ、という叱咤激励ではなかったかと考

える。 

これまで実施してきた事業の考察事項、課題及び今後の研究開発の進め方、実用化の方法など

についてはテーマごとに記載されているが、ここでは森林機能を基盤とする秋田発の“ユビキタ

ス社会”実現を目指し、事業化の選択肢を拡げるため、成果を各テーマの枠にはめるのではなく

横断的に利用するプランを提案することにした。  

 

２．秋田県の林業・木材関連産業データ 

 提案の前に現況を把握するため、秋田県の林業・木材関連産業データを下記にまとめた。 

Ａ．秋田の森（平成 19 年度統計） 

・森林面積 821,000ha（県土の 71％） 

・民有林 447,000ha（森林面積の 54％） 

・森林蓄積 150,000,000ｍ３（うち民有林 66％） 
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・民有林の蓄積 218ｍ３／ha 

・人工林率 県全体 50％、民有林 57％ 

・民有林の所有形態 私有林 84％ 

（個人・会社所有 74％、市町村 10％、緑資源機構・公社 9％） 

 

B．秋田の森林整備 

・民有林人工林面積 256,000ha、うちスギ人工林面積 92％ 237,000ha（全国一）             

・民有林スギ人工林 35 年生以下若・幼齢林 41％→下刈、除伐、間伐が必要 

・スギ人工林 3～7 齢級の面積 93,000ha（スギ人工林全体の 39％）→間伐の推進が不可欠 

・民有林の 42％を占める天然広葉樹林→育成天然林施業が必要 

 

C．秋田の木材生産（平成 18 年） 

・素材生産量 868,000ｍ３ （前年より 19.4％増）（民有林材 69.4％） 

・スギの生産量 673,000ｍ３ （素材生産量全体の 78％、針葉樹の 89％）  

・原木市場の取扱量 137,000ｍ３ （本県素材生産量の 16％、製材用素材の 34％） 

 

D．秋田の森林・木材産業 

・林業就業者数 1,923 人（55 歳以上 56％）（平成 17 年） 

・森林組合 12、組合班員 412 人（平成 18 年） 

・高性能林業機械 計 131 台、稼働台数 96 台（平成 18 年） 

・合単板の生産量 603,000ｍ３（全国の 18％）（平成 18 年） 

・集成材の生産量 312,000ｍ３（全国の 19％）（平成 18 年） 

・製材工場 168 工場、小中規模工場の休・廃業 12 工場（平成 18 年） 

 

Ｅ．秋田の林業経営（平成 17 年） 

・林業生産額 42 億円・・・前年比 12.9％減 

（県内総生産 3 兆 6,947 億円・・・前年比 2.2％減） 

・山林を所有する林家  28,737 戸 

5ha 以下 77％（3ha 以下 63％） 

    農家林家 71.6％ サラリーマンなどの恒常的勤務の非農家林家の割合が増 

 

F．秋田の保安林・治山（平成 18 年） 

・保安林面積 450,288ha（全森林の 55％） 

・民有保安林 86,502ha、水源かん養保安林 68％ 

            土砂流出防備保安林 23％、治山ダム工 85 基、保安林整備 975ha（平

成 18 年度） 

・国有保安林 363,786ha 

 

G．秋田の木材の需要（平成 18 年） 

・県産材の用途 住宅建築用材等の製材 47％ （チップ用 23％、合板用 30％） 
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・新設住宅着工数 7,309 戸・・・木造率 77％ 

 

３．実用化、事業化に向けて 

 「米代川流域都市エリア産学官連携促進事業（一般型）」の成果を複合させ活かすことで実用化、

事業化が可能と考える提案を以下に示す。 

提案 A 樹木有用成分利用による快適居住空間創出材料の創出 

提案 B 林地未使用材利用のための生産・流通システムの開発 

提案 C 環境型新生産システムの構築 

提案 D ロハスな木都の家造り 

提案Ｅ 低炭素社会に向けた耐火性能を有する木質軸組構法の開発 

 

上記各提案の説明を、以下の項目について記載する。 

・背景（社会的背景、市場の動向等） 

・目的（提案の目的） 

・関連するエリア事業（関連する「米代川流域都市エリア産学官連携促進事業（一般型）」の成

果） 

・必要とされる活動内容（実用化、事業化に向けての課題と対応策、普及活動等） 

・優位性（提案する商品、事業の優位性） 

・期待できる成果（トリプルボトムラインを意識した、経済、環境、社会面に対する貢献内容） 

なお、「関連するエリア事業」の説明にあたり「米代川流域都市エリア産学官連携促進事業（一

般型）」で実施した各テーマは、下記のタイトル番号で記載し下線をつける。 

テーマ１：“親環境”木材産業形成のための秋田スギ最適循環システムの構築 

テーマ２：地域材を用いた木質材料及び構法の開発とその実現化 

サブテーマ 2-1：次世代ニーズに対応した新しい木造建築構法の開発と提案 

サブテーマ 2-2：高い耐火性が要求される建築物に使用可能な木質系材料の研究開発 

サブテーマ 2-3：ハイブリッド木質土木構造物の実用化 

サブテーマ 2-4：快適居住空間創出のための住宅資材・建築構法の提案 

テーマ３：木質バイオマスの総合利用 

   サブテーマ 3-1：木質系資源のエネルギー化 

   サブテーマ 3-2：水質浄化濾剤の実用化 

 

３．１ 提案Ａ：樹木有用成分利用による快適居住空間創出材料の開発 

３．１．１ 背景 

持続可能な森林経営を確立するためには、林業・木材関連産業の再生が課題となる。しかし、

木材価格の安値停滞が続く中、森林所有者への所得還元は少なく、森林管理意欲は減退している。

この状況を打破するには、木質バイオマスの利用法８F（食料・飼料・肥料・繊維・木材・燃料・

工業原料・薬品）のうち、“木材”だけに依存するのではなく、他の利用法を開発し商品化するこ

とで利益を得ることが必要である。 

３．１．２ 目的 

秋田スギを主たる原料とした末木枝葉やおが屑等林産廃棄物等に含まれる精油を効率的、経済
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的に採取する技術及びその利用技術の開発と商品化を図る。 

３．１．３ 関連するエリア事業 

平成 19 年度に実施した可能性試験において、スギの葉樹脂成分抽出装置の試作装置製作を行

い、性能試験を実施している。またテーマ 2-4 においては、木材を内装材に利用したことによる

生理試験等を実施し、木材に含む香りが“なごみ”等の効果を与えると報告している。 

３．１．４ 必要とされる活動内容 

事業化に至るには生産性向上と商品化に向けた用途開発が鍵となる。 

まず生産性を高めるためには現在の試作機の課題を探り改良を加え、さらに量産体制がとれる

よう精油採取装置の規模拡大を進めなければならない。 

次に用途開発が不可欠となるが、スギ葉は線香の原料として使われてきたこと、テーマ 2-4 に

より“癒し効果”、“抗菌作用”が確認されていることから、空気中への放散、生活用品への吹き

つけ、あるいは他の原料との組み合わせにより、室内芳香剤、芳香建材、入浴剤等の開発が考え

られる。またスギ葉油の抗菌・殺ダニ作用等多様な生理物活性を利用した商品開発も魅力ある商

品として期待される（図１）。こうした効果・効能は、確かな実験データを基に消費者にわかりや

すい言葉で伝えることが望まれるが、拡販を狙うにはさらに「健康」をキーワードとし、住宅の

高気密化によるダニの増殖に対する効果、インフルエンザの予防効果、あるいは抗体の変異で増

加傾向にある院内感染予防など、具体的な現象と効果について解明されれば高付加価値商品とな

る。 

また、消費者にとってスギは花粉症のイメージが強いことから、“無関係”であることを化学的

に払拭するとともに、商品のイメージ戦略を考えなければならない。 

 

図１ 提案Ａイメージ 

 

３．１．５ 優位性 

①原料は現在廃棄物化しているスギ葉やおが屑であり入手しやすく、生産体制も基本的には蒸気

が確保できれば可能である。 

②樹脂成分は他の原材料との組み合わせが容易であることから多彩な商品化が期待される。 
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③ヒノキ、ヒバ等の精油採取、製品開発は行われているが、スギに関しては現時点ではその例が

ない。また、材油に関してもヒバ、ヒノキで例があるものの、葉油に関しては全く例がない。

独自の効能が発見されれば、特異性が生まれる。 

④廃棄物から成分を抽出し、その残材を燃焼させることで生産に必要な蒸気も利用でき、化石燃

料消費を生産段階で必要としない。 

３．１．６ 期待される成果 

①日銭効果があり、林業・木材関連産業の活性化に資する。 

②“癒し”は快適な居住空間を人々に提供し、“健康”に対する予防は人々に“安心の暮らし”を

提供できる。 

③インフルエンザ、院内感染等の予防による社会的貢献度は高い。 

 

３．２ 提案Ｂ：林地未使用材利用のための生産・流通システムの開発 

３．２．１ 背景 

木質廃棄バイオマスの需要はマテリアル利用、サーマル利用の両分野で急速に高まったため、

深刻な原料不足に陥っている。一方で、森林の機能を健全に維持するために必要とされる適切な

育林作業は、木材価格低迷の影響から実施されていない。特に、スギ拡大造林が８齢級（40 年）

を超える時期に入っているが、間伐が進まず、もしくは間伐がなされたとしても林地に放置され

る状態になっており、持続的な森林維持に深刻な影響をもたらすことが懸念されている。 

３．２．２ 目的 

林地での木材加工を可能とするオンサイト型加工機の技術向上を図り、林地未使用材の加工生

産ラインと流通網を市場に乗るシステムに変革し、持続可能な森林経営の実現モデルを構築する。 

３．２．３ 関連するエリア事業 

平成 18 年、テーマ 2-3 の木製ダムに関するワーキ

ング会議において「木材の乾燥や防腐処理の必要がな

ければ、製材所へ持ち込む工程を省けないか」という

議論がなされ、可能性試験において以前より秋田県立

大学木材高度加工研究所で利用していた移動式製材機

を使用して実用化に向けての課題調査を実施した（図

2、3）。その後テーマ 2-3 でその調査結果を踏まえ技術

開発が進められてきた。 

また、テーマ１では、木材伐採から住宅建築の現場

に至るまでのエネルギー使用量、並びに二酸化炭素排

出量の算定を試みているが、急峻地における林地作業

の課題や工程・輸送条件の相違による環境負荷の影響

について調査している。 

３．２．４ 必要とされる活動内容 

 テーマ 2-3 では木製ダムへの使用を目的としてオン

サイト型製材機の開発がなされ、必要最小限の機能を

備えた装置であれば輸送、設置、操作は容易であり、

イニシャルコストも軽減できることが確認されている。 

図 3 林地での製材風景 

図 2 木製ダム作業風景 
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今後、ハード面では外部評価委員会でも質疑があった製材過程で排出される耳付材を加工でき

る装置の開発も求められる。しかし、さらに“オンサイト”というコンセプトを膨らませ、森林

土木を対象としたマーケットだけでは需要に限界がある

ため、製材だけではなく、現在供給が不足するマーケッ

トを睨み、チップや単板を加工できるオンサイト型加工

装置の開発に期待が集まる。このようなオンサイト型の

加工装置は既に海外で実用化されているが、比較的なだ

らかな斜面をイメージした機械装置であること、大型で

初期コストがかかり、輸送にも林道の整備が必要条件に

なることなど、日本の現状では受け入れにくい状況にあ

る。 

また、スギは樹皮の処理が難しい、あるいは伐採直後

は含水率が 200％を超えるなどの特徴があることから、その性質を把握して独自の機械技術開発

を行っていく必要がある。 

ソフト面ではまず流通の整備・合理化が必要になる。木製ダムについては木材の移動が長くな

ればその効果は期待できないため、森林整備と治山事業のバランスが重要なポイントとなる。基

本的には治山事業の計画に対し、必要量が現場近辺で確保できるかが焦点となるが、治山事業の

発注者と木材を供給する森林所有者の調整が必要になる。しかし、森林所有者が官であっても俗

に言う“縦割り行政”により調整を“やらない”現況が想像できる。行政は“何をしなければい

けないか”の本質に立ち施策を掲げ、こうした“やらない”問題の解決を図るべきであろう。 

川下の民需を林地未使用材の受け入れ先とする場合も同様に需給のバランスが重要になってく

る。この需給バランスを調整するには、たとえば県全体を１単位とした森林及び受け入れ先の情

報管理システムを構築することが求められる。その手法として、例えば技術的には確立されてい

るが現在利用法を模索中のリモートセンシングを利用することにより、治山事業、育林情報や木

材の蓄積量、あるいは供給先の必要見込み量や販路などを視覚的に整理することが考えられる。 

次に、環境負荷量の整理も重要な研究テーマとなる。2009 年より、試行的ではあるが経済産業

省および環境省で地球温暖化ガスに絡む排出権取引が履行されている。特に、経済産業省では林

地未使用材の利活用を取引の対象となるモデルとして紹介していることから林業関係者の注目を

集めているが、第三者を納得させる環境負荷の定量化手法が確立されなければ、この用意された

チャンスを活用することはできない。 

また、林地未使用材が受け入れられない理由として、搬出にかかる費用の問題があげられてい

る。ここで示す提案はサプライチェーンの短縮によりコストダウンと消費エネルギー量の削減を

狙っているが、これまでのように消費エネルギー量・ＣＯ２排出量だけに注目度をおくのではな

く、当事者の利益を定量的に把握し、説明できなければ事業化には結びつかない。よってむしろ

ＬＣＡ評価より、経営的視点に立って環境会計という形で取り組むことが望まれよう。 

そして、単に数字を把握するだけでなく、いかにしてその数値を減らすか、この点についても

追求していくことが必要である。木製ダムの現場、つまり伐採に対する次工程の合理性を考えて

林地での作業を実行する。こうした作業を川上から川下まで一貫して実施し合理性を積み上げて

いけば、全体の生産性が向上することは疑いようがない（図 4）。 

その他、事業化に向けて林地未使用材が“産業廃棄物処理法”上どのように扱われているか、

図 4 間伐で出された小径木 
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オンサイト型機械の使用者に対する安全管理がなされているかについて労働監督署の見解も含め、

早めに検討する必要がある。 

３．２．５ 優位性 

①需要側、供給側、両者のニーズに応える提案であり、新たなビジネスモデルとして期待が集ま

る。 

②サプライチェーンの短縮によるコストダウンは市場競争力を高める。 

③消費エネルギー量の削減は環境負荷低減に効果を発揮する。 

３．２．６ 期待される成果 

①放置林の間伐を含む育林作業を促進させ、森林機能の回復に貢献する。 

②林業・木材関連産業の生産性を高めると共に、不足する木質バイオマスを廉価で供給できるこ

とで地場産業の活性化に寄与し、地域経済の活性へと繋がる。 

③低迷する木材加工機械産業に新たな市場が開かれる。 

 

 

 

 

 

 

図 5 提案Ｂイメージ 

 

３．３ 提案Ｃ：環境型新生産システムの構築 

３．３．１ 背景 

戦後の急激な復興の動きを受け、国内の立木伐採は急ピッチに進み、森林は危機的状況に陥っ

てしまった。その後、早い成長が見込まれることから、住宅資材として期待されてスギの拡大造

試行的排出権取引

6,500 円／t-co２ 
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林が行われ、森林資源は徐々に回復を始めた。しかし、スギ林は成熟しつつあるものの、不足し

た木材需要を補うために輸入された外材に対し国産材は市場競争力が弱く、現段階での木材自給

率は 20％前後の状況を続けている。この自給率低迷を打開するには、大量生産システムを導入し、

価格面及び性能面で国際競争力をつけ、住宅メーカーの要求する木材供給量に対応することが不

可欠と言われてきた。しかし、大量生産システムは下記のような欠点も有する。 

①初期投資が嵩む。 

②「作りすぎのムダ」、「在庫のムダ」、「運搬のムダ」が出やすい。 

③市場の変化に対する対応が遅い。 

④「見込み生産」となることから、安定した需要がなければ成立しない。 

昨年より住宅需要は低迷しているが、少子化などの社会的情勢を考えると大量生産システムに

よって生産される木材の量を安定して受け止める需要は、今後望めない。よって、木材生産の現

場が生き残るには、大量生産に代わる優れた生産体制の構築を考えていかなければならない。 

一方で、来たる「低炭素社会」に向けて、経済産業省の支援機構である NEDO の事業を中心

に木質廃棄バイオマスを原料とするサーマル利用に向けた研究開発が活発に実施され、実用段階

にある技術も多く見られるようになった。しかし、事業化には今後の市場動向から見て新設の木

材生産ラインは多くを期待できないため、既に稼働中の生産ラインに組み込むことを考えていか

なければならない。現状は、工場の規模、原料の需給バランス、費用対効果が見込めない等の理

由で事実上販売していくことは困難な状況にある。 

３．３．２ 目的 

実用段階にきたサーマル利用機器を、既存の生産ラインに適合する機器に改善し、それと同時

に生産加工ラインを見直すことで、市場競争力のある自動生産ラインに切り変えると共に、化石

燃料の利用量を極力削減する。 

３．３．３ 関連するエリア事業 

テーマ 3-1 では中小の製材施設に導入可能な、初期投資が少ない小型装置の実用化を目指し、

木質バイオマスガス化発電装置を開発してきた。また、平成 18 年度には秋田県内の集成材工場

に立ち寄った際に受けた「おが屑を有効利用する方法はないか」という質問と、寒冷地における

集成材の接着性能に対する品質管理の問題、この双方の課題に対応するため、工場で排出される

おが屑をペレットにすることを前提に、これを燃焼させて集成材の周辺温度を上げるジェットヒ

ーターの試作を行った。 

またテーマ１では木材加工生産ラインで使用されるエネルギー量と二酸化炭素排出量の調査を

行い、人工乾燥に投じられる化石燃料の削減が環境負荷低減に大きく寄与するという報告がされ

ている。 

３．３．４ 必要とされる活動内容 

 取り組みとしてまず生産ラインの現況を知るため、更には導入後の効果を予想するために、テ

ーマ１で取り組んできたエネルギー消費量と二酸化炭素排出量の調査を“量”に着目するのでは

なく“調査法”に重点をおいて、その精度を高めることが必要になる。測定結果あるいは測定予

測値は生産ラインの改善計画の基準になり、誤差が大きいと費用対効果の算定に狂いが生じるこ

とがその理由である。また、工場の生産性を上げるには、入荷した木材の工場内の履歴を追跡し、

入荷量と生産量＋消費量＋廃棄量が限りなく等しいことを前提に調査法を確立すると共に、モノ

とエネルギーの運搬にも着目し、効率を向上させていくことが望まれる。 
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ハード面の技術については、現状の工場に受け入れ易い装置へと改良していくこと、利用効率

を高めることの２点について開発が求められる。 

前者については大手企業が開発してきたサーマル機は大型であり初期投資がかかるため、産廃

法の改正以降、既に木屑炊きボイラーを導入した工場にとっては切り替えるメリットが見あたら

ない。さらに、新たな装置の導入には既存施設の撤去や周辺施設、配管工事も必要となり、導入

する規模に比例する形で経費がかかることも難点である。また、これまでは燃焼装置は集約する

形で設置される傾向にあったが、加工機または熱利用の機器までのラインが長くなること、ライ

ンが直列となり一カ所に故障が発生すると工場ライン全てが稼働できないなど、目に見えぬロス

も多く存在する。よって、小型の燃焼機（あるいはペレット製造器など）を拡散する並列型の導

入も検討に値する。 

後者についてはコジェネ（発電＋熱利用）可能なシステムへの改良や、処分方法に決め手のな

い樹皮の利用などが当面の課題となる。しかし、燃焼装置本体だけでなく、その前後の工程の見

直しも必要と考えられる。例えば、出力先である人工乾燥機については燃焼機から送られてくる

蒸気の制御方法にまだ改良の余地があり、近年乾燥機自体の気密・断熱性能に課題があるとの指

摘もある。また、スギの剥皮機は多種多様で、機械によって樹皮の形状が全く異なっていること

から、燃焼を意識した皮むき機の導入が燃焼の効率化に必要と思われる。樹皮については付着す

る土が燃焼機の耐久性に影響を与えるため、前処理の方法も検討課題として残る。 

さて、現在の木材加工生産の課題として上げられるのが生産ラインの設計である。課題の一つ

は１木工機械メーカーに設計を依頼した場合、自社開発した高性能機械を中心とした自動ライン

となることが多く、個々の機械の生産性は高いが生産ライン全体の生産性には疑問が残るケース

が多く見受けられ、ムダ（かつ高価）な性能や、材料の滞留が見られる場面もある。しかし、こ

のような設計のスペシャリストは機械メーカー以外では稀少の状況にある。二つ目の課題はこれ

まで木質廃棄バイオマスを利用することが設計にインプットされていないことである。集塵機で

集約することが必ずしも常識でないことを認識し、木質廃棄バイオマスの利用技術と需給のバラ

ンスの重要性を知るスペシャリストがここでも求められる。 

このスペシャリストの育成については当面、環境負荷の低減や生産性の効率を求める木材加工

企業、木工機械メーカーおよび燃焼装置製造メーカーで、協力してワーキングあるいは研究会を

組織し、学術研究者と官の支援を受け実施していくことが望まれる。 

３．３．５ 優位性 

①「木材利用は環境に優しい」を定性的ではなく、定量的に示すことが可能となる。 

②小型化で中小工場でも受け入れ易い改善が望める。 

③環境負荷の低減だけでなく、企業の利益向上も提案の目的としている。 

３．３．６ 期待される成果 

①ムダの排除により生産性が向上し、製造原価を下げることを可能とする。 

②木質廃棄バイオマスを有効利用することで廃棄処理費の低減、エネルギー使用量の低減、あ

るいは新たな収入源の獲得が可能となる。排出権取引の対象にもなり得る。 

③木質廃棄バイオマスの利用により廃棄物の量と化石燃料使用量が削減できる。 

④先行投資されてきたサーマル機械の販売網を拡大できる。 

⑤木工機械業界に新たな販売網の確立を促す。 

⑥低炭素社会の実現に貢献する。 
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図 6 提案Ｃイメージ 

 

３．４ 提案Ｄ：ロハスな木都の家造り 

３．４．１ 背景 

戦後の我が国の住宅政策は、深刻な住宅不足や高度成長に伴う大都市への人口集中に対応する

ために「量」の確保に向けた政策をとってきたが、少子高齢化や人口・世帯数減少の影響も受け

右肩上がりの住宅需要の時代は終わり、「質」の時代へと移行しつつある。平成 18 年 6月に公布・

施行された住宅基本法はこうした動きを反映させた政府の意思と言える。また、低炭素社会に向

けて、建設段階だけでなく、維持管理や流通の段階も念頭において、長期にわたり使用可能な質

の高い住宅を整備・普及させていくことを目的として平成 21 年６月４日から「長期優良住宅の普

及の促進に関する法律」（通称：長期優良住宅）が施行される。 

しかし、こうした動きとは逆に、企業側のモラルが昨今問われている。耐震偽装事件を発端に

消費者保護の名の下、平成 21 年 10 月より住宅瑕疵担保履行法が施行されるが、安全性に対する

不安と建築業界への不信が払拭されるわけではない。 

「量」の時代の主役であった合理化・工業化・マニュアル化を進めてきた住宅メーカーの家造

りは、「質」の時代を迎え、大きな転換を迫られている。 

３．４．２ 目的 

地域の材料を使って地域の人々と共に「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に

使う」ロハスな家造りを提案し、大手住宅メーカーではできない地域密着型の家造りを実現する。 

 

試行的排出権
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３．４．３ 関連するエリア事業 

都市エリア事業（連携基盤整備型）では品質の高い乾燥木材の安定供給を目指して研究会を立

ち上げ、参加企業はそこで技術を学び、公共建築物への地域材活用を通じ、安定した品質の木質

構造材の供給体制が整った。 

テーマ 2-4 では木材を居住空間に利用することで得られる「なごみ、落ち着き、あたたかみ」

を、実際にヒトを対象にした実験等を通じて定量化することを試みている。 

テーマ１においては、能代市主導で地元設計者、木材関連企業および秋田県立大学木材高度加

工研究所の学術研究者と共に「秋田スギ厚板活用構法住宅研究会」を立ち上げ、独自の家造りの

研究開発を始めている。また、秋田スギの PR 活動を目的に立ち上げたウエブサイト「秋田 杉

の王国」には、多くのビジターがアクセスをしている。 

３．４．４ 必要となる活動内容 

本提案を実現するには住宅購入希望者の家造りを支援するチーム「（仮称）木都のすまい」を産

学官連携で組織する必要がある。組織の編成はテーマ１で培った“輪”を核として進め、ＰＲに

は完成したウェブサイト「秋田 杉の王国」の活用が期待される。 

まず「産」は地元の設計事務所、林業、木材関連産業、工務店、金融機関等で構成し、それぞ

れ下記のような役割を担うことが求められる。 

（１）設計事務所 

一生に一度の高価な買い物である“家造り”をパートナーとしてサポートし、“プチ・デザイナ

ーズ住宅”の設計を行う。 

“地域材を活用した家造り”の試みは全国で見られるが、ビジネスとして定着した事例は少な

い。その理由は“買い手”ではなく、“売り手”の都合で物事が進められる点にある。家造りの主

導権が大工から工務店、そして住宅メーカーへとシフトした理由の一つも、顧客のニーズに合っ

たビジネス戦略を展開したか否かが勝敗を分けたと推測する。国産材を使用することで他社との

差別化を図り成功している地域工務店は、設計家や研究者と組むことでこの課題を克服している。

チーム編成にはセンスのある設計家の参加が不可欠であり、顧客とのコミュニケーションの重要

性を考えると地元在住であることが望まれる。 

（２）林業＋木材関連産業 

ニーズに合った木質建材の提供が役割となる。構造材の加工についても、流通の合理性や機械

加工技術の進歩を考えると、木材関連産業で担うことが求められる。 

さて、国産材の自給率が低い理由としては、下記の３点があげられる。 

・品質が安定しない。 

・輸入材に対しコスト競争力がない。 

・住宅メーカーは、「欲しいときに、欲しい量を、安定して供給」できる供給先を選択する。 

品質については都市エリア事業（連携基盤整備型）の取り組みにより改善され、複数の能代市

内の木造校舎新築工事で、その品質は証明されている。よって、地域材供給にあたり解決すべき

課題は価格競争力と住宅メーカーの要求をいかに克服するかに絞られる。 

ここで木造住宅の工程を考えると、施主との契約後、仮設工事、設備工事、基礎工事が進めら

れ、これと平行して木材の加工が進み、契約後約１～２ヶ月で建て方が終了することになる。つ

まり施主と建築業者の契約が交わされた後直ぐに、構造用木材は必要になってくる。ところが構

造用木材の製造工程は林業から考えると、伐採→運搬→製材→乾燥→仕上げ→加工という工程を
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必要とし、少なくとも２ヶ月は必要になる。つまり、建築業者の注文を待ってからの生産では納

期が間に合わないことになる。そのため、現在多くの林業・木材関連産業が行っているのが事前

に用意しておく「見込み生産」である。 

この「見込み生産」の供給側の課題は、大量生産システムと同じ、「作りすぎ」、「在庫」、「運

搬」のムダを生じていることである。丸太の購入から売価を手にするまでの期間も長く、かつ不

安定で、キャッシュフローから見ると経営的にも課題を残す。これらの課題を抱えたままではコ

スト競争力を高めることは困難といえる。また顧客から見た「見込み生産」の課題はトレーサビ

リティーがはっきりしないことで、生産者の顔が見えない点にある。 

そこで本提案は着工までの工程を“スローに”展開することで、この時間差を解消し、作って

あったモノを売買するのではなく、顧客の「注文」を受けて生産するビジネスモデルを展開しよ

うというものである。この「注文生産」は生産者側から見ても顧客の顔が見えることから品質向

上にも繋がる。 

構造材については製材に限るものではない。秋田県は全国一の集成材工場数を有していること

から、ユーザーの希望により天然乾燥材、人工乾燥材、構造用集成材を使い分けることが可能で

ある。何を使うか？ それを選択するのはユーザーであり、それぞれの長所、短所を冷静に分析

し、各自ユーザーに責任を持って説明することが“信頼”へ繋がると同時にクレームの発生を高

い確率で少なくすることになる。 

なお、従来のように建築業者の下請けになると、施主と建築業者の契約を待ち、その後更に業

者間の注文契約ができなければ材料の調達はできず、本提案のメリットである“スロー”な展開

はできない。よって、施主とダイレクトに契約がなされ、建築業者に対しては施主から材料支給

という形が整えられることが本提案の必要条件となる。 

（３）工務店 

基本的には家造りの予算・工程・品質・安全監理となるが、設計事務所と並ぶ家造りのサポー

ターとしての役割が求められる。特に、引き渡し後の役割は重要になる。 

世界中で唯一、日本だけに存在する大手住宅メーカーは“量”を背景として繁栄してきたが、

“質”の時代に入り転換を迫られることになる。“質”の評価はそこに暮らす人が下すことになる

が、その基準は“個”により異なるため、もっとも得意とする工業化・規格化・マニュアル化が

通用しにくいことがその理由である。また、ヒエラルキー型の組織で展開し、分業化してきたこ

とも今後マイナス要素となり得る。これに対し、地域密着型の企業は、家造りに対し、コミュニ

ケーションをとることで、“個々”の感性に対応し、“質”を“満足感”という形で提供すること

もできる。またフラット化した組織づくりも容易であり、例えば現場においても多能工の育成に

より次工程を意識した進捗がなされれば住宅の“質”の向上とコストダウンにつながるものと考

える。 

また“住まい”を長く使っていくには、“痒いところに手が届く長いつきあいのできるパートナ

ー”の存在が必要である。点検は初動と経年変化の観測が重要であり、保守・補修工事も“大手”

が得意とする“規格化”、“マニュアル化”では対応できないと考え、地元工務店はこの点を強め

るべきである。 

（４）金融機関 

顧客の資金計画の相談と企業のキャッシュフローの改善が役割となる。 

“家造り”は人生最大の買い物であり、人生設計にも大きく影響する。無理のない購入のアドバ
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イス、様々な金融商品の紹介の他、契約する企業の信頼性についても金融機関ならではのサービ

ス（着工後の住宅企業倒産による被害防止や、クレーム件数からみる企業文化分析など）が可能

である。 

 また、本提案は“スロー”なため、そこでビジネスを展開する企業のキャッシュの流れを悪く

する可能性をもつ。そこで施主から企業への一括支払いではなく、出来高による立て替え業務が

この金融機関に求められる。特に、これまで仕組みとして存在しなかった、施主と林業・木材関

連産業間の契約には、この金融機関の立て替えが必要になってくる。 

 これに対し「学」には、「産」の技術力向上支援、情報提供と、ＰＲ活動の支援が求められる。

例えば、頻繁に行われる法の施行、あるいは改正は中小企業の頭痛の種である。住宅メーカーは

法の施行や改正を追い風として受け止めＰＲにも利用できるが、大工、あるいは少数で経営する

地方工務店では度重なる変化についていけず、専門性を必要とする内容には対応できない。時代

に遅れないようにし、また、食いつなぐためには、下請け化、あるいはフランチャイズに加入す

るしか手はなく、地域材を使いたいという自分たちの思いを遂げることを難しくさせている。 

また、ＰＲ活動については、住宅メーカーのように金銭的にメディアを使うことやモデル住宅

をつくることは難しい。そこで例えばテーマ 2-4 の成果を、住宅のエンドユーザーでも理解でき

るようにわかりやすい言葉でまとめ、パンフレットの作成や「秋田 杉の王国」に載せＰＲする

と効果的である。こうした活動は研究の質と価値を高め、秋田県立大学木材高度加工研究所の存

在意義も高まると期待する。 

そして、本提案には「官」の政策的サポートが必要になる。例えば、補助金を金融機関の立て

替えに利用すること、あるいは今年 10 月から施行される住宅瑕疵担保履行法の掛け金の補助も

チーム「（仮称）木都のすまい」には必要な施策であると言える。“スロー”な展開となることか

ら、住宅購入者の家賃を補助する、あるいは期間限定で公共住宅の無料支給も、地域材利用に必

要な“時間作り”に有効であると考える。 

ＰＲ活動の支援としては地域材を用いて建てられた公共建築物を“モデル建物”として一般公

開し、品質管理の状況を紹介し、地域材の信頼性をＰＲすることも効果的と言える。 

３．４．５ 優位性 

①トレーサビリティの確かな材料を提供し、互いに「顔の見える家造り」ができる。 

②コミュニケーションをとることで顧客との信頼関係を結び、コミュニケーション不足から生

じるトラブル発生も抑制できる。 

③木材加工の十分な時間を確保できる。・・・天然乾燥も可能 

④秋田県はスギを原料とする製材、集成材、合板の全てを供給できる唯一の県である。 

３．４．６ 期待される成果 

①顧客個別対応であることから、大量生産型の住宅メーカーではできないカスタマイズされた

住宅の提供が可能となる。 

②サプライチェーンの短縮を巧く活かすことで生産性向上が図れる。 

③木材産業は見込み生産から注文生産に移行でき、生産のムダの解消に繋がる。 

④下請けからの脱皮と地産地消型のビジネスモデルが確立され、地域活性化に繋がる。 

⑤地場産材活用によりウッドマイレージが減らせ、エネルギー消費量が低減される。 
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図 7 提案Ｄイメージ 

 

３．５ 提案Ｅ：低炭素社会に向けた耐火性能を有する木質軸組構法の開発 

３．５．１ 背景 

秋田県をはじめとする林産県においては、地域産材の建築への活用は生産者側（川上）のみな

らず、消費者側（川下）からも高い要望がある。しかし、大型建築物については建築基準法によ

り高い耐火性能と広い空間の取れる構造形式が要求されるため、木材の利用が制限されてきた。 

まず耐火性能については平成12年、建築基準法は性能規定から仕様規定に動き、木造でも要求

を満たせば耐火構造として認められることになったが、木造耐火構造の実績は少なく、性能認定

のための評価方法もまだ途上の状況にある。また、木造の耐火構造は原則として実験で実施した

部材寸法のみに、大臣認定が与えられるため、実際の建築物に適用するためには、設計に自由度

がなく合理的ではない。さらに、耐火と構造性能はこれまで別々に開発されてきているが、建築

物として実現するには構造部材間の接合部に対する耐火性能の検証や、火災後の構造安全性を検

証することが必要である。 

一方、開放的な空間を実現出来るラーメン構造は、学校や庁舎といった連続した空間を必要と

する公共施設などに有効な構法であるが、接合部に高い構造性能が要求されると共に、広いスパ

ンに対して高い梁の曲げ性能が必要であるため、木造で実現することが困難であった。しかし近

年、大断面集成材の普及やラーメン構造を意識したモーメント抵抗性能に優れた接合部の開発に

より、構造的な問題はクリアされつつある。 

３．５．２ 目的 

これまで木造とすることが困難であった大型公共施設が建築可能な、耐火・耐震性能に優れる

スギが利用できる木造軸組構法を確立させ、林業・木材産業の再生に必要な安定した木材需要の

マーケットを確立する。 

３．５．３ 関連するエリア事業 

テーマ 2-1 で木ダボ接合構法の開発を進め、日本建築センター低層建築物構造評定（木質系）

の認定を受け、民間住宅を建設させている。またテーマ 2-2 でスギを利用した一時間の耐火性能

を有する構造梁システムを完成させている。 

３．５．４ 必要とされる活動内容 

まず、テーマ 2-2 で完成させた耐火構造梁部材の国土交通大臣の認定を取得する必要がある。

但し、木質系耐火構造の実績はまだ少なく、性能評価業務も手探り状況にあることから，性能評

価機関の研究者を中心に技術検討委員会を立ち上げ、技術的課題について協議する必要がある。 
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このような手法は平成 15 年に日本集成材工業協同組合が鉄骨内蔵型木質ハイブリッド耐火構造

梁・柱の国土交通大臣の認定を取得する際、事前に（財）日本建築センター内に設置された技術

検討委員会に倣うもので、断面サイズにある程度の選択肢を持たせたこと、また石川県金沢市の

事務所建築への実用化に導いた点で評価されている。 

 次に、耐火性能を満足する梁―コンクリート接合部を開発する。この接合方式の確立と耐火構

造梁の大臣認定が取得できれば RC 造の柱、または壁との組み合わせで本手法の実用化が可能と

なる。 

 また、平成 18 年度に実施した実験から梁と同様の仕組みを用いることで一時間耐火性能を有す

る柱システムの構築も可能と予想される。柱と梁の両耐火システムが完成されれば柱―梁の接合

部を、耐火性能・耐震性能の両面から検討していくことが実用化に向けて最後の研究課題となる。 

構造について木造は、一般的に４号特例（個別住宅のような規模の小さい木造建築物）の対象

となるため構造計算の必要はないが、本提案で対象とする建築物は大型施設であることから、許

容応力度設計法または保有耐力設計法（あるいは限界耐力設計法）による建物の安全確認が必要

となる。特に、ラーメン構法を取り入れる場合は設計手法を整理し、性能評価機関での認定も視

野に入れて検討していくことが求められる。また、この軸組システムと組み合わせる耐火構造床

についても水平力の伝達システムを考慮する必要があり、軸組同様に耐火・耐震性能の両面から

組み合わせの検討を進めていかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．５．５ 優位性 

①スギを仕上げ材として機能させることのできる耐火構造部材の事例はない。 

②耐火性能、耐震性能の両面から研究開発を進めている木造軸組構法は事例がない。 

③既存の製造システムで製作が可能である。 

３．５．６ 期待される成果 

①下記の建物の木造化が可能となる。 

ⅰ）3000ｍ２を超える建築物    ⅱ）建築物の上階から４階までの構造 

ⅲ）３階建て学校校舎  ⅳ）２階建て以上の特別老人養護施設 

ⅴ）防火地域、準防火地域の施設  ⅵ）集会所をはじめとする特殊建築物 etc． 

②安定した木造建築物の需要を確保し、スギ資源を活用することで林業・木材関連産業の再生

が図れ、地域活性化にも貢献できる。 

③低炭素社会の実現に向け、市街地に“第二の森林”を構築できる。 

  

図 8 木ダボ接着接合を用いたラーメンフレームの架構と完成した住宅 
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図 9 提案Ｅイメージ 
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設計法検討 
国土交通大臣

の認定 

実用化 
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図 9 提案Ｅイメージ 

４．森林の恵みを活用した新たな挑戦 

平成 19 年版森林・林業白書「健全

な森林を育てる力強い林業・木材産

業を目指して」（社団法人日本林業協

会）では森林を“緑の社会資本”と

して、図 10のように森林の果たす多

面的機能と貨幣評価を紹介している。

一般型に先駆け実施された連携基盤

整備型を含め 6 年を費やした米代川

流域エリア産学官連携促進事業でも

「理想的な資源循環を目指した“親

環境”木材産業の形成」をコンセプ

トとして木材を中心に事業展開して

きたが、その過程で秋田県の森林が

保有するポテンシャルをあらためて

知ることとなった。 

米代川流域エリア産学官連携促進

事業はまた、木材産業を中心に研究 

開発を実 施し、テーマごとに成果を得、そしてこの成果を活かすことで更なる発展も期待させ

る事業であったが、森林機能の再生を果たすには、もはや木材生産の増強だけでは森林機能の修

復は不可能であることも気付かせてくれた事業ではなかったか。 

つまり、これまで木材生産を含む物質生産以外の機能は、プラス効果として利益を得ることの

ない外部経済として取り扱われてきたが、こうした機能を活用した新たなビジネスの展開がなけ

れば、本事業のコンセプトである理想的な資源循環の形成はできず、本事業成果の実用化・事業

化も困難と判断される。そこで、“未来の子供達に借りている”森林資源の再生を目指し、木材生

産以外の機能を活用したビジネスの可能性を考察することにした。 

活用される機能：地球環境保全機能「地球温暖化の緩和」 

“環境の時代”と言われる 21 世紀に入り、森林機能への関心が益々高まる中、2008 年に始ま

った京都議定書の履行は国の政策にも大きく影響し、昨年 10 月から試行的ではあるが CO2 排出

権取引の開始を促した。この動きは、木材の利用で生まれる炭素貯蔵効果、エネルギー代替効果、

省エネルギー効果が新たなビジネスの創造を予感させることから、木材関連以外の企業にも木材

の利活用に注目する機会を与えた。同時に森林の CO2吸収機能にも対価が支払われる可能性が生

まれた。その取引金額は疲弊する森林経営を根本的に立ち直らせるには及ばないが、物質生産以

外の機能が金銭的取引の対象となったことは注目に値する。 

図 10 森林の果たす多面的機能と貨幣評価 
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図 11 活用される機能についてのモノの流れ、情報の流れイメージ 

 

こうした機能をビジネスに発展させるには排出量、あるいは吸収量の定量化が絶対条件となる。

CO2 吸収機能をはじめ、様々な森林機能が外部経済として取り扱われてきた大きな理由は、取引

の対象となる量の測定法が確定されておらず、売買の対象となる数量が提示できなかったこと、

あるいは信頼性に欠けている点にあった。CO2 吸収機能に関しては、昨年より環境省を中心に測

定法が検討され、今年に入り大枠はまとめられたが、現在の林業施業に今ひとつ適合していない

こと、森林土壌に含まれる炭素量はカウント対象外であること、不適正な森林活動に関しては放

置状態であることなど、継続したビジネスを考えるにはまだ検討課題が残っていると思われる

（2009 年１月 31 日現在）。 

また、当初の取引価格は 3,000 円／ton-C 前後と予測されるが、吸収量の測定にコストがかかる 
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とビジネスとして成立しないことから、精度が高く、かつコストパフォーマンスが望める測定法

の開発が強く望まれる。コスト面では取引に至るには第三者機関の認定料、登録料も必要であり、

経費の引き下げも今後の検討課題となる。 

活用される機能：保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性機能 

昨年 10 月に観光庁が設置され、我が国は今後、観光立国実現に向け推進することになった。秋

田県を含む東北圏は１つの世界遺産、3 つの国立公園、9 つの国定公園などの豊富な観光資源を

有していることから、昨今人気のグリーンツーリズムや食育にはふさわしい環境が整っている。

また有数のスキー場もあり、温泉にも恵まれていて、リゾート地としての条件も整っている。し

かし、交通の利便性が悪く、サービスも顧客ニーズに応じていない状況にあり、集客力を上げる

にはこうしたインフラの改善とサービス向上が必要である。インフラの改善が進めば建築物や土

木構造物の木造化により、木材需要拡大も期待される。 

但し、観光産業の反映は同時に、交通媒体から発生する温室効果ガス排出量の増加に繋がるこ

とになる。そこであらためて見直されるのが、森林の CO2 吸収能力であり、北海道ではすでに、

交通媒体が排出する CO2とのカーボンオフセット化に取り組んでいる。 

活用される機能：食料生産機能、生物多様性機能、快適環境形成機能 

山の自然に恵まれた環境は様々な食材を作り出す。東北各県共食糧自給率は高い。特に秋田県

の食糧自給率は北海道に次ぐ 2 位で、山菜をはじめとする様々な珍味も備える。しかし、山菜を

含む特用林産物は住民にとって珍しいものではなく、食材に恵まれた環境から、収穫はされない

状況にある。大都市圏では高価とされる山菜も摘まれず、独自の食の文化はあまり紹介されるこ

ともない。景気が低迷しても健康志向に対する国民の関心は失われず、カロリーの低い食材は今

後注目の食品としての可能性を秘める。米や酒との相性がいいことも商品価値を高め、互いの消

費拡大にも繋がる。供給側から見れば山菜は山への日銭効果を生み、手入れの行き届かぬ山では

収穫が難しいと考えられるため、育林作業の励みにもなる。 

山菜ビジネスは高齢者雇用も可能な産業であることから、老人福祉に対する考え方も大きく変

わってくる。その事例が徳島県上勝町で展開される“葉っぱビジネス”である。上勝町の稼ぎ出

す金額は特例といえるが、“老人力”を引き出し、高齢者に生き甲斐を与え、老人福祉施設を不要

なものとし、医療費を激減させている。 

現在、秋田県内でこの山菜ビジネスが成立していない理由は、供給側の関心の低さと、流通の

整備ができていないことにある。上勝町にいたっても当初は「こんなものが売れるわけがない」

状況であったが、食の現場を見ることでその可能性を見い出し、今では毎日“ばあさん”がイン

ターネットで売れ筋をマーケッティング調査し、翌日の収穫を行っている。また、若い世代には

使われない食材も多いことから調理法がわからないことも難点となるが、ウェブサイト「秋田 杉

の王国」などを活用して季節の山菜の料理法を紹介することで、PR 活動をすることも考えられる。

食品産業にも結びつけることができるが、収穫量を考えると限定商品として負荷価値を高め、「食」

自体を集客に繋げることも考えられる。 

活用される機能：土砂災害防止／土壌保全機能、水原かん養機能 

公共性が強く、外部経済の典型といえる機能である。しかし、リスクアセスメントという概念

で考えると、もっとも貨幣価値が高い機能といえる。 

この貨幣価値をいかに算定するかが焦点となるが、適正な森林施業がなされない場合、どれだ

けの損害が出るか、過去の災害や災害復興にかけられた費用から定量的に金額をはじき出すこと
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が望まれる。特にリモートセンシング等の最先端技術を駆使することで危険区域の予測ができる

ようになれば、優先的に森林施業と治山事業を実施することで、災害復興費の削減と森林の保全

に大いに役立つと期待される。 

また、森林の栄養は下流にある農地や海の幸にも影響を与える。実際に優良な牡蛎を収穫する

ために育林作業を実施している漁業家も存在し、自社で製造する品質を維持するための「企業の

森」はひとつのブームになっている。森林機能の恩恵を「見える化」して貨幣価値が発生すれば、

低迷する林家の施業意欲を高め、サスティナブルな社会構築に繋がっていくものと確信する。CO2

吸収量の算定基準は、森林機能の「見える化」の最初のステップとなることから、適正な手法が

採用されることが強く望まれる。 

森林機能は同時に多面的に活用することで数々のシナジー効果を生む。米代川流域エリア産学

官連携促進事業で取り組んできた様々なテーマの成果も、多様な森林機能を活用したビジネス化

で、これまで森林とは無縁であった企業の、山への関心が高まることで、実用化・事業化が加速

度的に進むと考えられる。 

森林機能のポテンシャルを発揮するためには東北経済圏、あるいは複数の林産県が共同で事業

化に向けて立ち塞がる共通課題を克服していく必要がある。秋田県は残念ながらまだ“不動”で

あるが、全国一のスギ人工林面積を有することから、今までの常識を疑い、縦割りの壁を壊し、

持続可能な森林経営の確立に向け、先導して知恵と力を発揮して頂きたいと強く願う。 

 

図 12 森林機能の「見える化」例 

 


